
唐津市指名停止措置等に係る建設工事請負契約締結に関する要綱 

平成２７年４月１日 

告示第１１１号 

（目的） 

第１条 この要綱は、唐津市が発注する建設工事の請負契約締結にあたり、契約の

相手方として不適当である者との契約締結を規制することを目的とする。 

（対象工事） 

第２条 この要綱の対象となる建設工事は、予定価格が２００万円を超えるもので、

競争入札に付した建設工事とする。 

（契約の非締結） 

第３条 落札決定通知後に契約の相手方となるべき者（共同企業体の場合は構成員

を含む。）が、契約締結の日までに唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に

係る指名停止等の措置要綱（平成２６年告示第５９号。以下「指名停止要綱」と

いう。）に基づく指名停止の措置を受けたときは、当該契約を締結しないことが

できるものする。 

２ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により唐

津市議会の議決を要する建設工事の落札決定後に仮契約を締結した者（共同企業

体の場合は構成員を含む。）が、本契約としての効力が生ずる日までに指名停止

要綱に基づく指名停止の措置を受けたときは、当該仮契約を解除することができ

るものとする。 

（事前告知） 

第４条 前条の規定により契約締結を規制することについては、入札の公告又は指

名通知を行う際に告知するものとする。 

（通知） 

第５条 第３条の規定により契約を締結しない、又は仮契約を解除することとなっ

たときは、契約の非締結通知書（第１号様式）又は工事請負仮契約解除通知書（第

２号様式）により相手方に通知するものとする。 

附 則 



この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


